
○芝川B&G海洋センター

■　団体使用料

　１．　使用料の額は、１時間当りの額とする。

　２．　使用時間１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。

　３．　中学生以下の者の使用料は、当該使用料の２分の１の額とする。

　　　　ただし、満３歳未満の者の使用料は、無料とする。

　４．　使用料に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

　５．　準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

　６．　特別な電気設備を使用するときは、別に電気使用料相当額を徴収する。

■　個人使用料

大　　人 210 大　　人 420

子　　供 100 子　　供 210

　１．　使用料の額は、芝川B&G海洋センタープールが一回当たり、　

　　　　その他は１時間当りの額とする。

　２．　中学生以下の者の使用料は、当該使用料の２分の１の額とする。

　　　　ただし、満３歳未満の者の使用料は、無料とする。

　３．　使用料に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

　４．　準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

　５．　特別な電気設備を使用するときは、別に電気使用料相当額を徴収する。

　※　 圏域内使用者とは、富士宮市、
　　　　富士市に居住する者又は同市町内の事業所等に勤務する者をいう。
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○芝川スポーツ広場

■　施設使用料

　１．　使用料の額は、１時間当たりの額とする。

　２．　使用時間１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。

　３．　中学生以下の者の使用料は、当該使用料の２分の１の額とする。

　　　　ただし、満３歳未満の者の使用料は、無料とする。

　４．　使用料に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

　５．　準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

　６．　特別な電気設備を使用するときは、別に電気使用料相当額を徴収する。

■　照明施設使用料

　１．　使用料の額は、１時間当たりの額とする。

　２．　使用時間１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。

　※    圏域内使用者とは、富士宮市、
　　　　富士市に居住する者又は同市町内の事業所等に勤務する者をいう。
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